
平成２７年度第１回新居浜市放置自動車廃物判定委員会議事録 

 

１．日 時 平成２７年１１月２６日（木） １４：００～１４：２０ 

 

２．場 所 市役所４階 ４１会議室 

 

３．出席者 委  員 ： 横井俊幸委員、室岡学委員 

豊田康志委員、岡田泰敬委員、明石貴美子委員 

事 務 局： 伊藤環境部長、曽我ごみ減量課長、神田副課長、杉本係長 

都市計画課： 大西主事、石川主事 

農林水産課： 加地主事 

 

議 事 

１ 廃物判定について 

「新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」第１５条第２項に

基づき、平成２７年１０月２７日に市長が廃物と判断し、平成２７年１０月３０日、

同条第３項に基づき告示をし、同条例施行規則第１１条第２項の規定により廃物認定

となった１台の放置車両について、廃物認定にいたる経過説明を行った。 

全会一致で、廃物認定に至る経過を承認した。 

 

２ 放置車両の現況 

事務局より、条例施行後の市内放置車両の状況は、３２２台の放置車両について、撤

去指導等による自主撤去１９７台、市での撤去１２３台、合計３２０台が撤去となり、

残り２台が調査・指導中の状態となっている現況等を説明。 

農林水産課の軽自動車は、災害により林道が通行不能な状況で当該放置車両の撤去は

困難。都市計画課の軽自動車については、平成２８年４月に放置期間が２年以上とな

るため点数が１１３点となる予定なので、都市計画課にて決裁処理で廃物判定が可能

になり、告示後に処理する予定。 

   

 ３ その他 

 

（質問）廃物認定の報告があった放置二輪は、有価で処理できるのでは？早く処理しない

と逆有償になるのでは？ 

      

（担当課）ある業者から、無料で引き取れるとの問い合わせがあったが、行政として法律に

則った処理を検討中です。 

 

 

【結論】 

○審議の結果、全会一致で廃物認定の経過報告を承認する。 

 

○委員の任期が平成２８年４月２９日であるため、後任の委員の推薦をお願いします。

次回の委員会は、平成２８年５月開催予定であるが、報告車両がなければ流会になる

かもしれません。その際は、事前にご連絡します。 


